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令和５年４月改訂

北海道穂別高等学校

危機管理マニュアル・業務継続計画

はじめに

１ リスクマネジメント

危機を予測して、危機の未然防止に向けた取組をすることが一番大切である。

２ クライシスマネジメント

事故が起きたとき、どう対応するのか？ 「さしすせそ」で覚えよう！

○さ ・・・最悪の事態を想定して対応する

○し ・・・慎重に対応する

○す ・・・素早く対応する

○せ ・・・誠意を持って対応する

○そ ・・・組織で対応する

３ その時は、誰が、どこで、どうする？

（１）校長不在時

ア 代行順位 … 1教頭 ２事務長 ３教務部長 ４生徒指導部長 ５進路指導部長

イ 職員の参集体制 … 通 常～本校職員室

災害時～むかわ町立穂別中学校、生徒確認後むかわ町穂別総合支所

（２）校舎使用不可の際の代替施設

…避難場所；むかわ町立穂別中学校、業務推進；むかわ町穂別総合支所

（３）電気、水、食料等

ア 電気…シャワー棟に発電機あり

イ 水・食料…事務室内物品庫に有り

（４）災害時にも繋がりやすい多様な通信手段

職員個人の携帯電話の活用

携帯電話不通時のＳＭＳ、ＬＩＮＥの活用

（５）重要な行政データ

校内ＬＡＮサーバに保管。定期的にサーバが自動更新。

（６）非常時優先業務

ア 生徒（自宅生・寮生）、及びその家族の安全確認、及びその状況等の把握

イ 職員、及びその家族の安全確認、及びその状況等の把握

ウ ライフラインの状況確認

エ 校舎内外の安全確認、業務遂行の程度（電気・水・暖房・食料等）確認
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※情報収集について

テレビやラジオの他に、公的機関のインターネットを利用した情報収集を積極的に行う。

テレビ ・・・休養室、校長室にあり

AMラジオ ・・・会議室にあり

むかわ町情報端末・・・会議室にあり

メガホン ・・・ロッカー室にあり

〈参考資料〉 北海道教育委員会（平成３１年２月）発行
『学校における危機管理の手引き（改訂３版）～適切な学校運営のために～』
文部科学省 （平成３０年２月）発行
『学校の危機管理マニュアル 作成の手引』
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（１）危機管理のフローチャート
【通常の学校管理下を想定】

【Ⅰ】地震・火災の対応

地震発生 ①授業中 安全確保の指示指導 避難行動 避難場所に集合 教頭へ

（必要に応じて） 局へ

②休み時間 人員の確認と掌握 保護者へ

（必要に応じて））

③通学中 状況や安否の確認と人員の掌握

④休日・夜間等 （必要に応じて）

＜生徒＞ 自主的な安全確保・避難行動

周囲に知らせる 初期消火 保護者へ

第 （必要に応じて）

火災発生・発見 一 火災報知器始動 避難行動 避難場所に集合 教頭へ

報

教頭・事務長へ １１９番通報 局へ報告

【Ⅱ】不審者侵入時の対応

（１）授業中・休み時間

不審者認定

（なし） （従わない） （従わない）

来校者 プレート確認 事務室へ案内 校外退去を 教頭へ 警察へ通報

（従う） （従う）

職員玄関 確認 局へ報告

プレ ー 用件の応対 応援要請

ト

装着 ※特別放送等 関係機関へ

（２）通学中

＜生徒＞ 内容の聴取・確認

不審者認定 担任に連絡 生徒指導部へ

職員・生徒・保護者への周知
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【Ⅲ】不審電話・予告電話等の対応

（１）不審電話 （必要に応じて） 折り返し電話による問い合わせの確認

不審な問い合わせ 教頭へ 内容等の確認 問い合わせに応じない応対

（必要に応じて） 局へ報告

（２）爆破予告

（必要に応じて） 避難行動

爆破予告察知 教頭へ 予告などの確認 警察へ通報 局へ報告

（必要に応じて） 不審物の点検

（３）自殺予告

（必要に応じて）

自殺予告通知 教頭へ 状況等の確認 面談（信頼のある人の面談） 専門機関へ

保護者へ 局へ報告

緊急連絡電話番号

穂別駐在所 ０１４５－４５－２２５１
（不在時苫小牧警察署 ０１４４－３５－０１１０）

消防署 １１９
穂別診療所 ０１４５－４５－２１２１
道南バス穂別出張所 ０１４５－４５－３１１６
穂星寮 ０１４５－４５－２０９０
道教委胆振教育局(高校指導班)０１４３－２４－９８９５


